
パート従業員は近隣からの通勤者が多く、

通勤費用があまりかからないため  

パートタイム・有期雇用労働法で

正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されています

事業主の皆さま

労働契約に期間の定めがあるか否かに
よって通勤に要する費用が異なるもの
ではなく、実際に費用負担が生じてい
ることからも正社員と同一の基準での
支給が必要

×

[問題となりうる具体的なケース]

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん 都道府県労働局

うちの事業所は大丈夫…？ 何をすればいいの…？ そんな事業主の方を

「働き方改革推進支援センター」がサポートします！

など

職務内容が異なるため

（正社員：非定型、契約社員：定型業務）

×
付与目的に照らせば、職務内容によっ
て慶弔行事に参加するために労働から
離れる機会を設ける趣旨や時間が変わ
るものではないことから、正社員と
同一の基準での付与が必要

支給目的：通勤費用の補填

正社員には実費を支給、

パート従業員は1日あたり定額を支給

正社員のみに付与、有期雇用の

契約社員には付与されていない

正社員と同じ仕事をしているのに、同じように手当はもらえないの？

その待遇の違い、説明できますか？

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問わ

れた場合、事業主は当該労働者に説明しなければなりません。

・「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。

・ 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、

具体的に理由を説明できることが必要です。

基本給 賞与
(ボーナス)

食堂・休憩
室等の利用

各種
手当

教育訓練

■待遇の違いについて再点検してみませんか？

現在の待遇：

待遇差の理由：

支給目的：

現在の待遇：

待遇差の理由：

実際は…遠方からも採用しており、

自己負担している者がいる        
実際は…正社員と同じ週所定労働日数

であり勤務日振替は難しい

※詳細は裏面をご確認ください。

●通勤手当が問題となった事業主の例 ●慶弔休暇が問題となった事業主の例

仕事から離れて慶弔行事に参加する
ため



来所・電話相談

来所・電話によりご相談を承り

ます。

企業へのコンサルティング

専門家が、会社への訪問もしくは

オンラインによるコンサルティング

を実施しています。

セミナー開催

企業向けのセミナーを随時開催

しています。

メール相談

メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談

働き方改革推進支援助成金やキャリ

アアップ助成金※など、働き方改革に

関連する助成金の相談を承ります。

働き方改革推進支援センター

※コンサルティングの申し込みやセミナーの

開催情報などは事業所の所在地の都道府県名

をクリックしてご覧ください。

法的知識がないまま、各種手当の見直しに取り組んできたが、間違っていたことも多々あり、

どのように見直していけばよいか分からなかった。

今回の支援で法令を遵守しながら待遇の改善ができ、大変心強く、ありがたく思っている。

（受付時間：原則 平日9:00~17:00）

相談事例紹介

事業主 社会保険労務士

取り組んだ感想

基本給以外にさまざまな手当を支

給しているが、明確な基準はない。

支給基準を明確にすれば働く意欲

がもっと向上すると思うが、何を

すればいいか分からない…

働き方改革推進支援センターを
利用してみませんか？

全国47都道府県にあるセンターで、社会保険労務士などの専門家が無料で相談に応じています

※キャリアアップ助成金とは ■助成額（労働者1人あたり）

その問題一緒に解決しましょう！

■助成額（労働者1人あたり）

例1：賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等※1の基本給の賃金規定等※2を3％
以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成。

※１ 正社員以外のいわゆる「非正規雇用労働者」のこと。
※２ 基本給の額を定めた規定や賃金テーブル、賃金一覧表のこと。

例2：正社員化コース
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正社員転換※3した場合に助成。

※３ 正社員への転換または直接雇用（派遣労働者の場合）のこと。
多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）への
転換、直接雇用も「正社員転換」に含まれます。

令和７年３月作成 リーフレットNo.10

キャリアアップ助成金 検索詳しくは

（令和７年４月時点）

各種手当を全て正社員と非正規雇用

労働者で同一にする必要はありません。

各手当の性質・目的を確認していく

ことで、その支給基準を明確にし、

規定に定め、「見える化」しましょう。

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを
促進するため、正社員転換、処遇改善の取組を実施し
た事業主に対して助成する制度です。

3％以上
4％未満

4％以上
5％未満

5％以上
6％未満

６％以上

中小企業 ４万円 ５万円 6.5万円 ７万円

大企業 2.6万円 3.3万円 4.3万円 4.6万円

企業規模

賃金引上げ率

有期雇用労働者無期雇用労働者

重点支援
対象者

中小企業 80万円 40万円
大企業 60万円 30万円

上記以外
中小企業 40万円 20万円
大企業 30万円 15万円

企業規模

正社員化前
雇用形態

a :雇入れから3年以上の有期雇用労働者
 ｂ:雇入れから3年未満で、「過去５年間に正規雇用労働者であった期間が

１年以下」等の要件を満たす有期雇用労働者
 ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

※４

※４
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